
ひとりで悩んで いませんか？
ご
活
用
く
だ
さ
い
！
市
民
相
談

　

世
の
中
が
複
雑
化
、
多
様
化
す
る
な
か
ス
ト
レ
ス
や
困
難
な
問
題
を
抱
え
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

心
配
ご
と
や
困
っ
た
こ
と
を
、
経
験
豊
富
で
知
識
や
資
格
を
持
っ
た
相
談
員
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
は
、
物
事
を
判
断
す
る
う
え
で
大
き
な
力
に
な
り
心
の
負
担
を
軽
く
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

市
で
は
身
近
に
相
談
で
き
る
窓
口
を
設
け
、
相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
、
秘
密
を
厳

守
し
て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
が
困
っ
た
と
き
、
ひ
と
り
で
悩
ま
な

い
で
、
ま
ず
相
談
し
て
、
解
決
の
糸
口
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
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市
民
相
談
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、

一
般
相
談
と
専
門
相
談
が
あ
り
ま
す
。

▼ 

一
般
相
談
…
日
常
抱
え
る
問
題
や

悩
み
ご
と
に
対
し
て
、
専
任
の
市

民
相
談
員
が
応
じ
、
幅
広
く
民
事

中
心
の
問
題
に
対
応
し
ま
す
。

▼ 

専
門
相
談
…
法
律
、
税
金
、
年
金

相
談
等
に
対
し
て
、
資
格
を
持
っ

た
専
門
の
相
談
員
等
が
応
じ
特
定

分
野
の
問
題
に
対
応
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
困
っ
た
と
き
に
、
「
問

題
が
漠
然
と
し
て
い
る
」
「
内
容
を

整
理
で
き
な
い
」
「
何
か
ら
手
を
つ

ま
ず
は
、
一
般
相
談
の
ご
利
用
を

け
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」
等
の
状

況
に
陥
っ
た
場
合
は
、
最
初
に
一
般

相
談
で
相
談
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し

ま
す
。
そ
こ
で
、
問
題
を
整
理
し
、

状
況
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ
の
問

題
点
を
専
門
相
談
で
改
め
て
相
談
す

る
と
次
の
行
動
が
取
り
や
す
く
な
り

ま
す
。
ま
た
、
相
談
内
容
に
よ
っ
て

は
、
国
や
県
の
相
談
窓
口
を
ご
案
内

し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
上
手
に
市
民
相
談

を
活
用
す
れ
ば
、
解
決
に
向
け
て
大

き
な
前
進
と
な
り
ま
す
。

▼ 

相
談
員
は
助
言
者
で
す
。
市
民
相

談
は
、
相
談
者
に
適
切
な
ア
ド
バ

イ
ス
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
問
題
の
解
決
に
あ
た
る

の
は
相
談
者
ご
自
身
で
す
。
そ
の

点
を
ご
理
解
の
う
え
、
市
民
相
談

を
上
手
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼ 

市
外
の
方
の
相
談
は
受
け
付
け
ま

せ
ん
（
同
伴
は
可
）
。

▼ 

刑
事
事
件
、
医
療
関
係
、
法
人
関

連
等
の
利
害
に
か
か
る
相
談
は
受

け
付
け
ま
せ
ん
。

▼ 

企
業
の
紹
介
や
あ
っ
せ
ん
は
し
て

い
ま
せ
ん
。

▼ 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
消
費
生
活

相
談
以
外
は
、
電
話
で
の
相
談
は

実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。

注
意
し
て
い
た
だ
く
こ
と

　

市
民
相
談
は
昭
和
41
年
７
月
か
ら

始
ま
り
、
当
初
は
交
通
事
故
や
公
害

と
い
っ
た
相
談
が
目
立
ち
ま
し
た
が
、

最
近
で
は
相
続
、
成
年
後
見
、
住
宅

ロ
ー
ン
を
抱
え
た
破
産
、
離
婚
等
社

会
情
勢
を
反
映
し
た
相
談
が
多
く
、

内
容
も
複
雑
・
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
で
相
談
が
多
い
の
は
①

相
続
②
金
銭
③
離
婚
と
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
相
談
が
全
体
の
約
６

割
を
占
め
て
い
ま
す
。

主
な
相
談
内
容

こんなことで悩んでいませんか…
どの内容も一般相談で解決に近づきます

あ
な
た
の
不
安
に
市
民
相
談
員
が
お
答
え
し
ま
す
。

初
め
て
の
市
民
相
談

誰もが安心して市民生活を
送るために

▶相続人と相続分は？
▶相続放棄をするには？
▶遺産分割の仕方は？
▶遺言書の効用はどんなもの？
▶ 遺留分とは何のこと？

▶ 離婚したいので
すが、どのよう
な手続きをした
らよいの？
▶ 慰謝料や養育費
はどのくらいに
なるの？
▶ 財産分与や年金
分割はどうなるの？

相続問題

離婚問題

市民相談の流れ
　相続のことについて弁護士さん
に相談をしたいのですが…

　具体的には相続のどう
いったことでしょうか

　なるほど、そうしたら一般相談
を利用します。

　わかりました。一般相談は予約
の必要はなく、月～金曜日の午前
９時から11時30分までと午後１時
から３時30分まで先着順で受け付
けています。ご都合の良いときに市役所１階市
民相談課へいらしてください。

　わかりました。そうしたら明日
一般相談に伺います。

　お待ちしています。

◆ 

相
談
の
前
に
何
か
準
備
を
し
て
お

く
必
要
が
あ
り
ま
す
か
？

　

相
談
時
間
は
30
分
以
内
で
す
の
で
、

次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
る
と
相
談
時

間
を
有
効
に
使
え
ま
す
。

▼ 

相
談
の
ポ
イ
ン
ト
や
優
先
順
位
を

整
理
す
る

▼ 

判
断
材
料
に
な
る
関
係
資
料
等
が

あ
る
場
合
は
持
参
す
る

▼ 

相
談
し
た
い
具
体
的
な
内
容
を
先

に
述
べ
る

◆ 

悩
み
ご
と
を
話
す
に
は
勇
気
が
い

り
ま
す
…

　

問
題
を
先
送
り
に
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
解
決
か
ら
遠
ざ
か
り
ま
す
。
問
題

が
起
き
た
ら
、
ご
本
人
が
直
接
相
談

に
来
る
こ
と
が
解
決
へ
の
近
道
で
す
。

話
を
聞
い
て
も
ら
え
る
だ
け
で
も
、

気
持
ち
が
す
っ
き
り
す
る
と
い
う
方

も
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
の
で
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
せ
ず
、

ま
ず
は
お
電
話
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
員
は
ど
ん
な
方
で
す
か
？

　

一
般
相
談
は
、
民
法
等
に
詳
し
い

相
談
員
３
人
（
女
性
１
人
・
男
性
２

人
）
が
対
応
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他

の
専
門
相
談
は
弁
護
士
や
税
理
士
等

の
専
門
知
識
を
持
つ
方
が
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。

◆ 

ど
の
相
談
に
行
っ
た
ら
い
い
か
わ

か
ら
な
い
の
で
す
が
…

　

ま
ず
は
一
般
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
必
要
に
応
じ
て
専
門
相
談
を

ご
案
内
し
ま
す
。
お
お
よ
そ
の
相
談

は
一
般
相
談
で
解
決
に
向
け
た
ア
ド

バ
イ
ス
が
で
き
ま
す
。

◆ 

市
民
相
談
員
か
ら
皆
さ
ん
へ

　

最
近
の
相

談
は
複
雑
な

内
容
が
増
え

て
お
り
、
相

談
員
も
さ
ま

ざ
ま
な
視
点

か
ら
の
対
応

が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

少
し
で
も
皆
さ
ん
の
お
役
に
立
て
れ

ば
と
い
う
思
い
で
、
お
話
を
お
聞
き

し
て
い
ま
す
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
も

何
か
悩
み
ご
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
一
般
相
談
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　市民相談は民事問題を中心に市民のさまざまな
悩みに対応するために開設しています。近年は、
厳しい経済状況や高齢化、核家族化の進行など、
私たちをとりまく状況が変化する中、相談の内容
も多岐に渡っています。そうした中でも市民相談
は、誰もが安心して生活を送れるように、幅広く
相談に応じ、必要な場合には的確な専門機関もご
案内しています。
　また市では、民事相談以外にも消費者トラブル、
子育てや虐待に関する相談、健康相談、介護や高
齢者に関する相談、教育相談等のさまざま問題に
対応できる窓口も開設しています。
　いずれの相談窓口でも、解決への道筋がたてら
れるよう、皆様の悩みにじっくりと耳を傾けます。
　何かお困りのことがありましたら、一人で悩ま
ず、各種相談窓口を積極的にご活用ください。

　契約上のさまざまなトラブルや悪質商法による被
害等、消費生活全般に関する相談に対して、電話ま
たは面接により、専門の相談員が問題解決のために
適切なアドバイスや情報提供を行います。
相談日　月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
受 付時間　午前10時～11時30分、
午後１時～３時30分　
相 談専用ダイヤル　☎２９２６‐
０９９９
場 所　消費生活センター（旧市庁
舎２階／宮本町１‐１‐２）

行 政相談委員　▶河
か わ

本
も と

令子（北有楽町）▶池田美知子（小手指南）▶越阪部芳
よ し

加
つ ぐ

（牛
沼）▶増田敏郎（本郷）▶当麻行雄（北中）▶荒井恵

え

海
か い

（上山口）
人 権擁護委員　▶加賀谷尚子（北秋津）▶久保田千惠子（牛沼）▶大舘千惠子（日吉
町）▶菊田範子（花園）▶新井恒

つ ね

一
か ず

（緑町）▶谷口　悟（中富南）▶肥沼隆男（北
秋津）▶林　代

よ

志
し

夫
お

（上新井）▶須藤とく子（山口）▶川
か わ

地
ち

康子（糀谷）▶藤原潤
一郎（中新井）▶木

き

持
も ち

弘年（山口）▶松本良彦（小手指南）▶森　道輝（林）▶小
林ヒデ子（金山町）▶木下利男（坂之下）

行政相談委員（総務大臣から委嘱）・人権擁護委員（法務大臣から委嘱）の紹介（敬称略）

相談しま
しょうか？

相続問題 株
がほしい

土地
 がほしい 家

がほしい

現金
がほしい

◆市民相談一覧(無料／秘密厳守／相談時間30分／祝休日・年末年始を除く）
場 市役所１階市民相談課　　◎詳細は、市 HP（「市民相談」で検索）でもご覧になれます。

相談名 相談内容 相談日時

一般相談 市民相談員による日常抱える問題や悩みごと
の相談

毎週月～金曜日
午前９時～11時30分
午後１時～３時30分

法律相談（予約制）弁護士による金銭の賃借、相続等の法律に関する相談
毎週月･水・金曜日
午前９時～11時30分
午後１時～３時30分

人権相談 人権擁護委員によるさまざまな人権上の問題
についての相談

毎週火曜日
午後１時～３時30分

行政相談 行政相談委員による国・県等の行政に関する
要望、苦情などの相談

毎週金曜日
午後１時～３時30分

税務相談 税理士による相続税、譲渡所得税等の税金に
関する相談

毎週木曜日
午前10時～11時30分

行政書士相談 行政書士による官公庁に提出する書類の作成
についての相談

毎週第１・３火曜日
午前10時～11時30分

司法書士法律相談
司法書士による登記、多重債務や成年後見あ
るいは民事に関する紛争（簡易裁判所で取り
扱う）についての相談

毎週第１･３･５木曜日
午後１時～３時30分

保険・年金相談 社会保険労務士による年金・労働・雇用等の問
題についての相談

毎週第２･４火曜日
午前10時～11時30分

住宅増改築等相談 建築の専門家による住宅の増改築、改装等の
見積もりや工事についての相談

毎週火曜日
午後１時～３時30分

Advistory service
in English

Advistory service in English for foreign residents 
with problems or questions regarding daily life

2･4th Thursday 
1:00～3:30PM

◆市民相談以外の主な相談窓口
相談内容 担当課 電話番号

子ども・虐待に関する相談 こども相談センター 2998-9129
介護保険相談 介護保険課 2998-9420
労働相談 産業振興課 2998-9157

女性の生き方相談 男女共同参画推進
センターふらっと 2921-2220

乳幼児の健康相談

保健センター 2991-1811心の悩みや健康に関す
る相談（心の相談メール、
うつ病特別相談日）
教育相談（不登校・発
達障害等）

教育センター
教育相談室 2924-3333

子ども相談（非行問題
行動・就学相談等）

生涯学習推進セン
ター教育臨床研究 2993‒2816

いじめホットライン 健やか輝き支援室 2998‒9099
◎上記以外の担当課でも、担当する業務について、随
時相談に応じています。

▶ 債務整理の方法を教えてほしい
▶ 貸したお金が返ってこない
▶ 過払い金を取り戻したい
▶ 借用書の保証人を
頼まれた

▶ 賠償金を支払うお
金がない

▶ ご近所トラブル▶家庭内の問題等

金銭問題

その他の相談

市民の方

　亡くなった母親の遺産を姉
妹で分割したいのですが、手
続きや方法がわからなくて…

市民相談課

　それではまず、一般相談のご利用
をお勧めします。弁護士相談は週３
回で予約制となっておりまして、本
日申し込みをいただきましても、相
談は１～２週間ほど先になります。
お客様の相談内容でしたら、一般相談でも十分
アドバイスが可能です。いかがでしょうか？

▶
市
民
相
談
の
様
子

凡例…日日時 場場所 対対象 定定員 内内容 持持ち物 費費用 講講師 申申し込み 問問い合わせ HPホームページ 市ＨＰ市ホームページ「広報紙ピックアップ」 Eメール

広報  　平成24年11月号　45　広報  　平成24年11月号


